
要望箇所

停留所位置（外円は半径250ｍ）

既設置

要望場所 能褒野町地内
名称案 のぼの北東部

・現在、自治会内の既設停留所設置数は7か所である。
・既設の停留所から２５０m以上離れており利用が困難であるため、停留所の新設が必要である。

地域停留所設置要望（川崎地区まちづくり協議会）
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D11湯浅義生園前
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